
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人松岡益人の上告趣意第一点（１）は、判例違反を主張するが、本件被告人

に対する予備的訴因（罰条）追加請求書記載の公訴事実第三（２）（記録五九〇丁）

は、これを被告人に対する本来の起訴状記載の公訴事実第三（２）（記録一六丁）

並びに第一審相被告人Ａに対する起訴状記載の公訴事実第十八（記録九丁）との関

連において読むと、その内容は、被告人等が贈賄者側において昭和二三年度所得決

定資料の蒐集調査に関し、好意的取計らいを受けたき趣旨で提供するものであると

の情を知りながら判示行為に及んだという意味を持つものであることが明かであり、

この点に関する原判決の判示は正当である。所論判例は、公訴を提起するにつき犯

罪の内容を知るに由なきものは、犯罪の事実の表示として不適法であり、その公訴

提起の手続を無效であるとするのであつて、本件とは前提を異にし、本件に適切で

なく、同（２）（３）は単なる訴訟法違反、同第二点は事実誤認の主張であつて、

いづれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない（所論昭和二五年四月一七日附予備的

訴因（罰条）追加請求書記載の公訴事実第三（２）は、被告人に対する昭和二四年

四月二日附起訴状記載の公訴事実第三（２）に比し、公訴事実の日時、場所、人及

び行為の内容等具体的事実関係をすべて同じくし、公訴事実の同一性を失はないも

のと認められるのであつて右追加請求書は適法であり、この点に関する原判決の判

断は正当である。また所論Ｂの検察官に対する供述調書は被告人側で証拠とするこ

とに同意した書面であるから、その証拠能力につき特に刑訴三二六条一項の調査を

行うや否やは裁判所の裁量に属するところであり、記録上右供述調書の供述の任意

性に疑念を生ぜしめる節も見当らないので、第一審判決が右供述調書を証拠にした

ことは適法であり、この点に関する原判示も正当である）。また記録を調べても刑
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訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

　よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。
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